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令和 6年度 第 10回 東区自治協議会 議事概要 

開催日時 令和 7 年 2 月 27 日（木）午後 2 時 00 分から午後 2 時 30 分 

会場 東区プラザ ホール 

出席者 【委員】 

中濱委員、椎谷委員、小嶋委員、長谷川（徳）委員、佐藤（清）委員、松川委員、 

近藤委員、月岡委員、佐藤（美）委員、後藤委員、大野委員、佐藤（恵）委員、 

樋口委員、田中委員、長谷部委員、行田委員、鈴木委員、津野委員、土田委員、 

生野委員                              計 20 名                                                                                                                

〔欠席：大川委員、渡辺委員、吉田（佶）委員、貝津委員、川上委員、大澤委員、 

関塚委員、長谷川（瑞）委員、山田委員、吉田（香）委員、田宮委員、 

塩原委員〕 

【事務局】 

（区役所） 

斉藤区長、野本副区長（総務課長）、澤田地域課長、金子区民生活課長、 

星野健康福祉課長、皆川保護課長、鈴木建設課長、竹田石山出張所長、 

古泉東区教育支援センター所長、青柳中地区公民館長、地域課職員 

1.開会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（佐藤会長） 

これより、令和 6 年度第 10 回東区自治協議会を開会します。はじめに、区長より一言ご

あいさつをお願いします。 

 

（斉藤区長） 

皆様、こんにちは。第 9 期の自治協議会の開催も、残り 2 回となりました。お忙しいとこ

ろお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 2 月は寒波が 2 回来まして、大変な思いを皆様もされたと思います。少しずつ暖かくなっ

てきましたが、来週、寒の戻りがあるようで、まさに三寒四温ということだと思います。体

調のほう、十分にご留意いただければと思っています。 

 本日は、来年度の東区の取り組みについてご説明をさせていただきたいと思っています。

現在、2 月議会開会中です。これから新年度予算を審議するという段階に入ります。これか

ら議会で審議する内容ではございますが、皆様に来年度の取り組みについてご案内できれば

と思っています。 

 また、本日は会議終了後に、グループに分かれて、来年度の自治協の取り組みについて、

皆さんでお話しいただけると伺っています。地域の課題解決ということへの取り組みが、東

区をますます住みよいまちにしていくと思っていますので、引き続きよろしくお願い申し上

げます。 

 

（事務局） 

引き続き、議事に入ります前に、事務局から報告と確認をさせていただきます。本日は大

川委員、渡辺委員、吉田佶延委員、貝津委員、川上委員、関塚委員、山田委員、吉田香那子

委員、田宮委員、塩原委員から欠席のご連絡を頂いておりますが、出席者数が「新潟市区自
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2.自治協議

会関連事項

各部会報告 

 

・第 2 部会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

治協議会条例第 9 条第 2 項」の規定に達していますので、本会議は成立しています。また、

報道関係者から取材の申し出があった場合は、許可してもよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

それではそのようにさせていただきます。 

 ここで資料の確認をします。本日の資料は、次第、資料 1－1 から資料 3、参考資料として

チラシ 1 枚となります。資料はすべて机上配布となっていますので、ご確認をお願いします。

不足がございましたらお知らせください。 

 それでは、佐藤会長より議事進行をお願いします。 

 

（佐藤会長） 

先日の大雪がようやく消え始めまして、代わりに今度は花粉が飛んできたという話が出て

きました。皆さん、健康に十分留意し、今後もご活動をお願いしたいと思っています。 

 今、ご紹介にありましたように、本日の全体会終了後にグループワークを企画しています

ので、そちらへのご参加もよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、議事を進行したいと思います。2. 自治協議会関連事項です。2 月の開催は第 2

部会と広報部会となりました。はじめに福祉・教育・文化部門の第 2 部会から報告をお願い

します。 

 

（津野委員） 

本日は部会長、副部会長欠席ですので、代理で報告させていただきます。令和 6 年度第 10

回東区自治協議会第 2 部会は、令和 7 年 2 月 4 日火曜日午後 2 時 30 分から、東区プラザ音

楽練習室 2 にて行われました。出席者は記載のとおりです。 

1. 令和 6 年度自治協議会提案事業について 

（1）完成した動画の確認 

完成した動画の確認を行いました。 

（2）製作するポスターの内容について 

前回の部会の議論をもとに受託業者が修正したポスターの内容について確認を行い

ました。 

2. 令和 6 年度事業評価書の内容について 

事務局より事業評価書の案について説明があり、内容の確認を行いました。主な意見は、

ポスターに掲載する制作動画へのアクセス用 2 次元コードとその内容文について、より大

きく目立つようにしたほうがよいのではないか。ポスター内の東区自治協議会の文字は、

もう少し大きくしたほうがよいのではないかという意見が出ました。 

 次回の開催日は、令和 7 年 3 月 11 日火曜日午後 2 時 30 分から、東区プラザ音楽練習室 2

にて行います。 

 続けて、この場で完成したこども食堂への支援を求める動画をご覧いただきたいと思いま

す。求める支援の内容ごとに、人的支援、物的支援、金銭的支援の 3 本の動画です。1 つの

動画は 15 秒の短い動画になっていまして、今回ご覧いただくのは、15 秒の動画 3 本をまと
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めた、45 秒の動画です。1 回だけですとすぐに終わってしまいますので、3 回再生します。

それでは、ご覧ください。 

 

（動画放映） 

 

ご覧いただき、ありがとうございました。動画は、区役所内のデジタルサイネージ、東区

バス河渡ルートの車内、YouTube の新潟シティチャンネルで放映中です。報告は以上です。 

 

（佐藤会長） 

ありがとうございました。ただいまの報告につきまして、何かご意見やご質問、動画の感

想などございましたら、遠慮なく挙手をして発言をお願いしたいと思います。いかがでしょ

うか。 

 

（行田委員） 

非常にコンパクトにできた良い動画だと思いました。その中で、子どもが 1 人で気楽に行

けるという文言が入っていますが、その場合どういった手段で子どもたちが子ども食堂へ行

くことを想定していますか。基本的には自転車か歩きかバスという感じだと思うのですが、

自転車だと、その自転車をとめるスペースはあるのかなと思いました。あとは、区バスが子

どもに対応できれば一番良いのですが、なかなかそこまで手回らないのかなと思っていま

す。こういった想定を教えていただければと思います。 

 

（津野委員） 

こども食堂は東区に 10 何カ所かあります。子どもだけで行けるというと、やはり遠いと

ころは難しいと思うので、自分が住んでいる地域であれば、そこに行っていただきたいなと

思っています。子どもだけが行く場所という形で想定しているのではなく、地域のいろんな

方にも利用していただきたいということも考えています。そういった場合はご家族で車に乗

って子ども食堂へ行っていただいたり、場所によっては駐車スペースも限られていると思い

ますので、できればご自宅から近いところに行っていただければと思っています。また、近

くにある子ども食堂はここなんだということも知っていただければと考えています。 

 

（行田委員） 

そうすると半径 1 キロ以内ぐらいですかね。 

 

（津野委員） 

お住まいの小学校区内かなと思います。 

 

（行田委員） 

ありがとうございました。 
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・広報紙編

集部会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（佐藤会長） 

その他質問はありますでしょうか。 

 

（松川委員） 

今回の動画は 15 秒ですよね。3 回放映されましたが、書かれている文字をすべて理解し

て、何を言いたいのかということが、少しわかりづらいのかなと思います。もう少しゆっく

りと画面転換や文字の転換をしてもらえればわかるのかなと思います。 

 

（津野委員） 

作ったときに、あまり長いものはつくれないということと、喋ったり文字だけだと、なか

なか伝えきれないところもあるので、なるべくわかりやすくアニメーションにし、ターゲッ

トを絞って、イラストをつくってもらいました。どうしても音楽だけで、喋ってもいないの

で、難しいところはあると思うのですが、また、ポスターも製作し、動画や各こども食堂に

つながるような形としました。詳しく全部を伝えることは難しいのですが、こういったもの

がありますよということを周知するために、少し短めの動画を製作しました。 

 

（佐藤会長） 

そのほかにご意見、感想等ありますでしょうか。 

 では、次に行きます。次に、広報紙編集部会から報告をお願いします。 

 

（佐藤（恵）委員） 

東区自治協議会広報紙編集部会より報告します。令和 6 年度第 6 回東区自治協議会広報紙

編集部会を、令和 7 年 2 月 14 日金曜日午後 1 時 30 分より、東区役所会議室Ｂで行いまし

た。出席者は記載のとおりです。 

1. 第 34 号（3 月 2 日発行分）の校正について 

印刷業者から提示された初校案を確認し、内容について問題がないことを確認しまし

た。主な意見としまして、イラストや写真が多く、東区自治協議会を知らない人でも、一

目見て「読みたい」と思ってもらえるような紙面になったと思う。これからもこういった

紙面づくりの観点は大切にしていきたいと感じたといった意見が出ました。 

 2. 意見交換 

東区自治協議会の認知度向上に向けたアイデアについて、意見交換を行いました。主な

意見として、東区自治協議会単独ではなく、他区の自治協議会とも連携しながら取り組ん

でいく必要があると思う。区自治協議会がどういった経緯で生まれたのかということを、

わかりやすいストーリーで示すことも効果的なのではないかという意見が出ました。以上

です。 

 

（佐藤会長） 

ただいまの報告につきまして、何かご意見やご質問ありますでしょうか。 
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3.報告事項 

令和 7 年度

東区主な取

り組みにつ

いて 

（行田委員） 

主な意見の中で、他の区の自治協議会とも連携しながら取り組むという文言があるのです

が、これは具体的にはどんなことを考えているのでしょうか。 

 

（佐藤（恵）委員） 

自治協議会がどういうものか、どんな活動をしているのかを知らない区民の方が東区に限

らず多くいます。この問題を解決するためにも、他の区の自治協議会とも連携しながら解決

していけたらいいなという意見です。 

 

（行田委員） 

そういう他の区の委員が集まった会議を開催するイメージなんでしょうか。 

 

（佐藤（恵）委員） 

会議にはこだわらず、要する 8 区が共通して持っている課題については一緒に考えたらい

いのではないかという意見でした。 

 

（佐藤会長） 

そのほかにご意見はありますでしょうか。 

 

（樋口委員） 

先月の第 3 部会についての質問をしてよろしいですか。先月の報告で、東区の地域公共交

通検討会議の報告がありましたということだったのですが、会議の内容について、どんな話

がされているのかと伺えればと思っています。今、どこも高齢化が進んでいると思うのです

が、東区バスも便が少ないなと感じています。会議内で何か検討されているのであれば、伺

いたいなと思いましたので、お願いします。 

 

（事務局） 

先月は、第 3 部会の部会長が欠席だったため、事務局から説明させていただきます。東区

の地域公共交通検討会議は、東区の生活交通改善プランをつくるための意見交換会という形

で開催しました。 

 区バスについては、現状の本数やダイヤを維持することがまず大前提になっていくので、

そこの部分を今後も継続していきますというお話をさせていただいたところです。 

 

（佐藤会長） 

そのほかにご意見、ご質問等ありますでしょうか。 

 では、次に進みます。続きまして、3. 報告事項の令和 7 年度東区主な取り組みにつきまし

て、野本副区長より報告をお願いします。 

 

（野本副区長） 

Ａ3 横のカラーの資料をご覧ください。「令和 7 年度東区主な取り組み」についてです。昨
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年 11 月の自治協議会におきまして、令和 7 年度の特色ある区づくり予算についてはご説明

させていただきました。重複する部分もありますが、次年度区全体の取り組みがまとまりま

したので、あらためてご説明させていただければと思います。 

 それでは、はじめに、区長提案事業です。①寺山公園環境改善整備事業、こちらは新規事

業として位置付けています。令和 7 年度は土壌改良を行った上で、シンボルツリーを植樹し、

新たな憩いの場を創出するとともに、敷地内駐車場スペースを増やし、より多くの方が快適

に過ごせる公園をめざしていきます。 

 以下、区ビジョン、まちづくり計画でめざす区の将来像のもと、整理した事業一覧となっ

ています。「活力ある産業と地域の魅力を活かしてにぎわうまち」としまして、②地域と水辺

と共生プロジェクト、こちらは拡充事業です。東区の水辺環境の魅力について、地域と連携

しながら発信することで、地域への愛着や誇りの醸成、にぎわい創出を図っていきます。次

年度の拡充要素としましては、外来生物ミドリガメの捕獲強化を図っていきます。 

 次に、産業のまち東区を発信する取り組みとしまして、以下③から⑤までの 3 つの事業を

実施します。③産業のまち東区オープンファクトリーでは、産業のまち、ものづくりのまち

として発展してきた東区を、広く市内外に発信するため、関係機関との連携によりオープン

ファクトリーを開催していきます。 

 ④産業Ｅ産探求プロジェクト、こちらは東区での産業の発展を支えてきました貯木場や

JR 貨物休止線など、産業遺産について講演会やまちあるきを実施するとともに、大学生に

よる魅力発信について取り組んでいきます。 

 ⑤工場夜景バスツアーにおきましては、区内の企業や工場見学を取り入れた、工場夜景バ

スツアーを実施していきます。 

 ⑥東区Ｅとこ「つたえる・ひろめる」プロジェクト、こちらは東区の「Ｅ（いい）とこ」

と「ぬたりん」を掛け合わせた広報資料を作成し、配布することで東区の魅力再発見に取り

組んでいきます。 

 ⑦東区魅力発信フォトコンテスト、こちらは隔年実施の事業です。前回は令和 5 年度に行

っており、令和 7 年度開催したいと思っています。 

 ⑧、⑨に記載の各プロジェクトについては、今年度と同様に次年度も取り組んでいきます。 

 次に、右上の「だれもが互いに学びあい、共に育つまち」についてです。⑩子育て応援事

業は、父母を対象とした妊娠期からの知識を習得してもらうための講座や、父親向けの育児

参加を促進するための講座などを開催していきます。 

 ⑪東区 2ｋｍ子育てトライアングル魅力発信では、子育て 3 施設の情報、魅力発信の機会

として「東区子どもまつり」を開催して、施設の利用促進を図っていきます。 

 次に、「安心して快適に暮らせるまち」についてです。⑫東区役所プラっとプロジェクト、

こちらは新規事業となっています。南口エントランスを中心に、区民の憩いの基盤、プラッ

トフォームとなり、より気楽にぷらっと利用できるような環境づくりに取り組んでいきま

す。 

 続いて防災関連事業です。⑬東区防災・安心安全フェスタ、こちらは拡充事業として位置

付けています。こちらの事業は令和 5 年度に実施しています。幅広い世代に防災をはじめ、

防犯や交通安全に関心を持ってもらい、必要な情報を周知するため、警察や消防など、関係

機関と協力しながらイベントを行っていきます。また拡充部分としましては、防災講演会を
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4.その他 

 

 

 

 

 

 

新たに開催したいと考えています。 

 ⑭地域防災力の向上では、地域・学校・企業等を対象に、自然災害への備えや、今年度作

成しましたハザードマップの見方、正しい避難行動などを周知するため、防災出前講座を開

催していきます。 

 ⑮美しい東区環境づくり、⑯高齢者見守り訪問介護予防、そして⑰歯っぴーすまいるプロ

ジェクト、こちらにつきましては、今年度同様、また来年度も引き続き記載のとおり取り組

んでいきます。 

 「区自治協議会提案事業」につきましては、3 つの専門部会の提案事業にかかる費用とし

て計上しています。 

 資料についての説明は以上となります。なお、ここには記載されていませんが、令和 7 年

度は山の下まちづくりセンターにおきまして、空調改修、そしてアスベスト除去工事を実施

します。そのため、改修工事に伴いまして、図書館や公民館を一定期間休館する予定となっ

ています。詳細につきましては、工事日程が決まりましたら、あらためてお知らせします。

私からの説明は以上です。ありがとうございました。 

 

（佐藤会長） 

ただいまの説明につきまして、何かご質問やご意見はありますでしょうか。 

 

（行田委員） 

 区長提案事業に記載されているなかで、シンボルツリーが一番大事かなと思うのですが、

具体的にどんな種類の樹木を想定されているのでしょうか。 

 

（鈴木建設課長） 

 今のところ、まだ決定ではないのですが、枝葉が伸び、シンボルにふさわしい樹木を選定

しており、現在は 3 種類程度に候補を絞っている段階です。 

 

（行田委員） 

しっかり根のはる広葉樹が良いと思います。ちなみに花は咲く樹木なのでしょうか。 

 

（鈴木建設課長） 

花が咲く樹木も候補に入っています。 

 

（佐藤会長） 

そのほかにご意見はありますでしょうか。それでは、次に行きます。4. その他について、

事務局よりお願いします。 

 

（事務局） 

事務局からご案内です。資料 3 をご覧ください。区バスは、新潟市が生産している野菜の

絵が書かれた小型バス車両で本来運行していますが、河渡ルートは朝の乗降客数が多いた

め、委託業者が所有している車両を使用して運行しています。このたび、委託業者所有の車
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両がノンステップバスに入れ替わることになり、それに伴って、東区でも新ぬたりんのデザ

インのラッピングを行って、2 月 25 日から運行を開始しています。全体の車両カラーが青

になり、より東区バスらしさが出ているのではないかと考えています。河渡ルートは新潟駅

のターミナルに入り、新潟交通のバスがいっぱい並んでいる中でもかなり目立つと思います

ので、ぜひ皆さんご利用いただければと思います。 

 2 点目です。1 月の全体会でご案内しましたが、今年度の区づくり事業である、「東区Ｅ産

探求プロジェクト」の歴史探究講演会のチラシを再度配布させていただきました。定員に空

きがありますので、再度 PR させていただきます。3 月 2 日の日曜日に、京都産業大学の松

本先生から基調講演をいただき、その後、東区で活動している歴史団体の活動発表という、

二部構成になっています。第二部の参加の団体は、歴史見どころマップを作ってくださった

団体の皆さんになります。裏面のとおり、申し込み必要になりますが、お時間が合えばぜひ

お申し込みをお待ちしています。事務局からは以上です。 

 

（佐藤会長） 

ただいまの連絡につきまして、皆様のほうからご意見、ご質問ありますでしょうか。 

 それでは最後に 5. 事務連絡です。事務局からお願いします。 

 

（事務局） 

それでは、事務連絡させていただきます。次回の全体会議です。3 月 27 日木曜日午後 4 時

から、こちら東区プラザホールで行います。以前ご案内したとおり、午後 3 時から教育ミー

ティングを開催して、そのあと 4 時から全体会となります。 

 次に、第 1 部会です。第 1 部会は 3 月 14 日金曜日午前 10 時から、東区プラザ音楽練習

室 2、第 2 部会は 3 月 11 日火曜日午後 2 時半から、東区プラザ音楽練習室 2、第 3 部会は 3

月 13 日木曜日午前 10 時から、東区プラザ音楽練習室 2 でそれぞれ開催します。事務局から

は以上です。 

 

（佐藤会長） 

 事務連絡につきまして、ご意見、ご質問等ありますでしょうか。 

 それでは、以上をもちまして、令和 6 年度第 10 回東区自治協議会を閉会します。 

傍聴者 1 名 

報道機関 0 社 


